
配線ブロックにおける適正な世帯数の確保

配線区域内の世帯数が過少な可能性があるため、競争事業者が効率的にユーザーを集め
られるよう配線区域内のシェアド利用可能世帯数の徹底検証やルール整備が必要。

ＮＴＴ西日本の主張：平均約40世帯/1配線ブロック

適切な配線区域内世帯数の確保への拡大が必要

■Ａ町１丁目～３丁目

■Ａ町４丁目～５丁目（一部中規模マンションや事務所が存在）

■Ａ町６丁目（大規模マンション等のみの住所）

或るＧＣエリアにおける配線ブロック

しかし、シェアドアクセスの対象になり得ない、
・中規模マンション（例：6階建て）が1つの配線ブロック内に
含まれており、当該マンションの世帯数がカウントされている
可能性がある。

・大規模マンションが1つの配線ブロックを占めており、当該マ
ンションの世帯数がカウントされている可能性がある。

・
・
・

本来、シェアドアクセスは戸建/3階建て以下集合住宅が対象。

シェアドで提供できない世帯数がカウントされている可能性がある。

1つの配線ブロックに対して1住所しかない配線区域（大規模マンションや工
業地等）が存在。
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